
1 

 

尼崎市分譲マンション共用部分バリアフリー化助成事業実施要綱 

 

（この要綱の目的） 

第１条 この要綱は、高齢者及び障害者（以下｢高齢者等｣という。）が住

み慣れた住宅で安心して自立した生活を送るため、分譲マンションの

共用部分のバリアフリー化工事に要する費用の一部を支援する「分譲

マンション共用部分バリアフリー化助成事業」の実施手続き等につい

て必要な事項を定め、当該制度の適正かつ円滑な運営を図ることを目

的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

⑴   管理組合 マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成

１２年法律第１４９号）第２条第３号に定める団体等で、第６条第

１項の規定により助成金の交付を申請した者（以下「申請者」とい

う。） 

 ⑵ 分譲マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律

第２条第１号に定めるもの 

 ⑶ 共用部分のバリアフリー化工事 別表第１に掲げる改造工事 

（助成対象者） 

第３条 市長は、次の各号に掲げる要件を全て満たしている申請者に対

し、予算の範囲内で、その申請に係る分譲マンションの共用部分のバ

リアフリー化工事（以下「助成対象工事」という。）に要する費用の一

部を助成することができる。 

 ⑴ 市内に存する１棟につき２１戸以上の分譲マンション（平成５年

１０月１日以降に建築されたもので５１戸以上のもの、及び平成１

４年１０月１日以降に建築されたものを除く。）の管理組合（以下｢対

象管理組合｣という。）であること（複数棟で構成される管理組合で、

合計戸数が２１戸以上のものを含む。）。 

⑵   尼崎市暴力団排除条例（平成２５年尼崎市条例第１３号）第２条

第４号に規定する暴力団、同条第５号に規定する暴力団員又は同条

第７号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 

⑶ 過去に第１１条第２項の規定による助成金の交付を受けていない

こと。 

 ⑷ 同一の共用部分のバリアフリー化工事において、他の助成事業と
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重ねて当該事業の助成金の交付を受けていないこと。 

（助成対象工事） 

第４条 助成対象工事は、次の各号に掲げる要件を全て満たしている工

事とする。ただし、建築物の構造耐力上主要な部分（建築物の倒壊の

防止等を目的とする構造耐力上の面からみて主要な部分。筋交いの

入った構造耐力上必要な壁、柱等をいう。）の変更を伴わないものに限

る。 

⑴ 別表第１に掲げる各改造箇所において、改造箇所毎の必須工事の

全てを実施すること。ただし、既に必須工事の一部を実施している

場合はその限りではない。 

⑵ 別表第１に掲げる各改造箇所のうち、選択工事のみを行うもので

はないこと。 

⑶ 別表第１に掲げる工事の内容の技術的な基準は、原則として、兵

庫県福祉のまちづくり条例施行規則別表第３第１の基準によること。 

２ 助成対象工事は、第７条第１項の規定による助成金の交付決定後に

着手しなければならない。 

（助成金額） 

第５条 助成金額は、１棟につき、助成対象工事に要した費用の額に応

じた別表第２に定める助成額とする。 

（助成金の交付申請等） 

第６条 この要綱による助成金の交付を受けようとする者は、助成金交

付申請書（第１号様式）に次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出

しなければならない。 

⑴ 工事計画書（第２号様式） 

⑵ 助成対象工事に要する費用の見積書 

⑶ 建築年月日、戸数を証する書類 

⑷ 助成対象工事の着手前の状況を示す写真 

⑸ 助成対象工事の施工前後の平面図又はその他助成対象工事の内容

を確認することができる図書 

⑹ その他市長が必要と認める図書 

２ 前項の規定による申請（以下「助成申請」という。）は、当該助成申

請が行われる年度の別途市が定める日（以下「申請期限」という。）ま

でに行わなければならない。ただし、申請期限前であっても、予算の

上限に達した時点でその年度における助成申請の受付を終了するもの

とする。 
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（助成金の交付決定等） 

第７条 市長は、助成申請があった場合において、その内容を審査し、

適当であると認めるときは、助成金の交付決定を行い、助成金交付決

定通知書（第３号様式）によりその申請者に通知するものとする。こ

の場合において、市長は、その審査のために必要と認めるときは、実

地による調査等を行うものとし、申請者はこれに協力するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を行うに当たり、必要

があると認めるときは、その交付について条件を付することができる。 

３ 第１項の規定は、市長が助成申請の内容が適当でないと認める場合

について準用する。この場合において、同項中「交付決定を」とある

のは「不交付決定を」と、「助成金交付決定通知書（第３号様式）」と

あるのは「助成金不交付決定通知書（第４号様式）」と読み替えるもの

とする。 

（変更の申請及び通知） 

第８条 申請者は、前条第１項の規定による助成金の交付決定（以下「交

付決定」という。）を受けた助成金額に変更が生じるときは、助成金交

付変更申請書（第５号様式）に変更に関する書類を添えて市長に提出

しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

予算の範囲内の条件の下で適当であると認めるときは、助成金交付変

更決定通知書（第６号様式）によりその申請者に通知するものとする。 

（完了の届出） 

第９条 申請者は、助成対象工事が完了したときは、速やかに、工事完

了届出書（第７号様式）に次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出

しなければならない。 

⑴ 原則として、助成対象工事に係る工事請負契約書及び当該助成対

象工事に要した費用の支払に係る領収書の写し 

⑵ 助成対象工事の施工状況及び完了状況を確認することができる写

真 

⑶ その他市長が必要と認める図書 

２ 前項の規定による届出は、助成申請を行った日の属する年度の１月

の最終の市の開庁日までに行わなければならない。 

（助成金額の確定等） 

第１０条 市長は、前条第１項の規定による完了の届出があった場合に

おいて、その内容を審査し、当該内容が交付決定の内容、第７条第２
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項の規定により付された条件（以下「交付条件」という。）その他この

要綱の規定に適合していると認めるときは、交付すべき助成金の額を

確定し、助成金額確定通知書（第８号様式）により申請者に通知する

ものとする。この場合において、市長は、その審査のために必要と認

めるときは、実地による調査等を行うものとし、申請者はこれに協力

するものとする。 

（助成金の交付請求及び交付） 

第１１条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに、

助成金交付請求書（第９号様式）によりその助成金の交付を市長に請

求しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による助成金の交付請求を受けたときは、その

請求に係る助成金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第１２条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交

付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正な手段により交付決定又は助成金の交付を受けた

とき。 

⑵ 交付決定の内容又は交付条件に違反したとき。 

⑶ 関係法令等の規定又はこれに基づく市長の処分等に違反したとき。 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部の取消しを行う

ときは、助成金交付決定（一部）取消通知書（第１０号様式）により

申請者に通知するものとする。 

（助成金の返還請求等） 

第１３条 市長は、前条第１項の規定により交付決定の全部又は一部を

取り消した場合において、その取消し部分について、既に助成金が交

付されているときは、期限を定めて助成金返還請求書（第１１号様式）

によりその返還を、その取消しを受けた者に求めるものとする。 

２ 前項の返還の期限は、同項の規定により市長が返還を請求した日の

翌日から起算して２０日を経過する日とする。 

（施行の細目） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要

な事項は、主管局長が定める。 

   付 則 

 この要綱は、平成２６年５月１６日から施行する。 



5 

 

   付 則 

この要綱は、令和元年７月３１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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別表第１ 

改造箇 所  工事の 内容  

種別  

必

須  

選

択  

外部出 入口  

 

出入口 の開 口幅 を確 保す るため の工 事  

その他 、高 齢者 等の 利用 の安全 性又 は利 便性 の向 上に資 する もの の設 置  

 

○  

 

 

○  

敷地内 通路  

傾斜路 又は それ に類 する ものの 設置  

傾斜路 を設 置し た場 合の 手すり の設 置  

その他 、高 齢者 等の 利用 の安全 性又 は利 便性 の向 上に資 する もの の設 置  

○  

○  

 

 

 

○  

床  面  ノンス リッ プ化  ○  

 

廊下等  

傾斜路 又は それ に類 する ものの 設置  

傾斜路 を設 置し た場 合の 手すり の設 置  

その他 、高 齢者 等の 利用 の安全 性又 は利 便性 の向 上に資 する もの の設 置  

○  

○  

 

 

○  

階  段  

手すり の設 置  

蹴込み 板及 び滑 り止 めの 設置  

その他 、高 齢者 等の 利用 の安全 性又 は利 便性 の向 上に資 する もの の設 置  

○  

○  

 

 

○  

 

(注 ) 上記工事の技術的な基準は、原則として、兵庫県福祉のまちづくり条例施

行規則別表第３第１の基準によるものとする。 

 

別表第２ 

助成対象工事費 助成額 

75千円以上150千円未満 40千円 

150千円以上300千円未満 75千円 

300千円以上600千円未満 150千円 

600千円以上900千円未満 250千円 

900千円以上 300千円 

 


